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健年タイムズ
1
被
用
者
保
険（
厚
生
年
金
保
険
・
健

康
保
険
）の
適
用
拡
大

短
時
間
労
働
者
の
企
業
規
模
要
件

を
縮
小
・
撤
廃
し
、
賃
金
要
件
の
撤

廃（
検
討
中
）も
あ
わ
せ
て
、
週
20
時

間
以
上
働
け
ば
働
く
企
業
の
規
模
に

か
か
わ
ら
ず
、
社
会
保
険
に
加
入
す

る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

改
正
の
時
期
は
、
10
年
か
け
て
段

階
的
に
縮
小
・
撤
廃
す
る
こ
と
と
さ

れ
て
い
て
、
勤
め
先
の
規
模
に
よ
っ

て
変
わ
り
ま
す
。

①
短
時
間
労
働
者
の
企
業
規
模
要
件

の
縮
小
・
撤
廃

施
行
日

適
用
対
象
と
な
る
企
業
規
模

（
常
時
雇
用
す
る
従
業
員
数
）

2
0
2
7
年
10
月
1
日

35
人
超

2
0
2
9
年
10
月
1
日

20
人
超

2
0
3
2
年
10
月
1
日

10
人
超

〇
事
業
主
へ
の
支
援

雇
用
保
険
の
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
助

成
金「
社
会
保
険
適
用
時
処
遇
改
善

コ
ー
ス
」で
、
令
和
7
年
ま
で
に
短

時
間
労
働
者
を
社
会
保
険
の
被
保
険

者
と
し
て
適
用
し
た
事
業
主
を
対
象

に
、
令
和
7
年
7
月
1
日
か
ら
、
新

た
に「
短
時
間
労
働
者
労
働
時
間
延

長
支
援
コ
ー
ス
」が
時
限
的
措
置
と

し
て
新
設
さ
れ
ま
し
た
。

②
短
時
間
労
働
者
の
賃
金
要
件
検
討

中
を
撤
廃

い
わ
ゆ
る「
年
収
1
0
6
万
円
の

壁
」と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
、
月

額
8
・
8
万
円
以
上
の
要
件
が
撤
廃

さ
れ
ま
す
。
撤
廃
の
時
期
は
、
法
律

の
公
布
か
ら
3
年
以
内
の
政
令
で
定

め
る
日
と
な
り
ま
す
。

〇
保
険
料
調
整
制
度
の
導
入

社
会
保
険
料
に
よ
る
手
取
り
額
の

減
少
を
緩
和
す
る
た
め
、
2
0
2
6
年

10
月
か
ら
施
行
さ
れ
る
改
正
に
よ
り
、

標
準
報
酬
月
額
12
・
6
万
円
以
下
の
新

た
に
被
用
者
保
険
の
適
用
を
受
け
る

短
時
間
労
働
者
の
保
険
料
を
、
労
使
折

半
の
原
則
を
見
直
し
、
事
業
主
が
被
保

険
者
の
保
険
料
の
一
部
を
肩
代
わ
り

す
る
特
例
措
置
が
導
入
さ
れ
ま
す
。
こ

れ
に
よ
り
、
事
業
主
の
負
担
割
合
が
増

加
し
ま
す
が
、
2
0
2
6
年
10
月
か
ら

2
0
2
9
年
9
月
30
日
ま
で
の
期
間

限
定
で
適
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
詳

細
な
事
務
処
理
等
に
つ
い
て
は
現
在

検
討
中
で
す
。

③
個
人
事
業
所
の
適
用
対
象
を
拡
大

現
在
、
個
人
事
業
所
の
う
ち
、
常

時
5
人
以
上
の
者
を
使
用
す
る
法
定

17
業
種
の
事
業
所
※
は
、
社
会
保
険

に
必
ず
加
入
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い

ま
す
。
今
回
の
改
正
で
は
、
そ
の
法

定
17
業
種
に
限
ら
ず
、
常
時
5
人
以

上
の
者
を
使
用
す
る
全
業
種
の
事
業

所
を
適
用
対
象
と
す
る
よ
う
拡
大
さ

れ
ま
す
。

た
だ
し
、
施
行
日
の
2
0
2
9
年

10
月
1
日
時
点
で
既
に
存
在
し
て
い

る
事
業
所
は
当
分
の
間
は
、
対
象
外

と
な
り
ま
す
。

※
①
物
の
製
造
、
②
土
木
・
建
設
、
③

鉱
物
採
掘
、
④
電
気
、
⑤
運
送
、
⑥

貨
物
積
卸
、
⑦
焼
却
・
清
掃
、
⑧
物

の
販
売
、
⑨
金
融
・
保
険
、
⑩
保
管
・

賃
貸
、
⑪
媒
介
周
旋
、
⑫
集
金
、
⑬

教
育
・
研
究
、
⑭
医
療
、
⑮
通
信
・
報

道
、
⑯
社
会
福
祉
、
⑰
弁
護
士
・
税

理
士
・
社
会
保
険
労
務
士
等
の
法
律
・

会
計
事
務
を
取
り
扱
う
士
業

2
在
職
老
齢
年
金
の
見
直
し

2
0
2
6
年
4
月

在
職
老
齢
年
金
の
し
く
み
は
、

2
0
2
5
年
度
は
、
総
報
酬
月
額
相

当
額
と
厚
生
年
金
の
合
計
が
月
51
万

円
を
超
え
る
と
、
超
え
た
分
の
半
額

が
支
給
停
止
と
な
り
ま
す
。
そ
の
支

給
停
止
と
な
る
計
算
式
の
基
準
額

（
支
給
停
止
調
整
額
）が
、
48
万
円
か
ら

62
万
円
へ
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。

3
標
準
報
酬
月
額
の
上
限
の
段
階
的

引
き
上
げ

2
0
2
7
年
9
月
1
日

68
万
円

2
0
2
8
年
9
月
1
日

71
万
円

2
0
2
9
年
9
月
1
日

75
万
円

賃
金
が
上
昇
傾
向
に
あ
る
こ
と
を

踏
ま
え
、
今
回
の
改
正
に
よ
り
、
厚

生
年
金
の
標
準
報
酬
月
額
の
上
限
が

65
万
円
か
ら
75
万
円
に
3
年
か
け
て

段
階
的
に
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。

4
遺
族
年
金
の
見
直
し

2
0
2
8
年
4
月
施
行

遺
族
厚
生
年
金
の
男
女
差
が
解
消

さ
れ
、
配
偶
者
死
亡
時
60
歳
未
満
で

あ
れ
ば
、
有
期
給
付
5
年
と
な
り
ま

す
。
ま
た
、
子
の
遺
族
基
礎
年
金
が

受
け
取
り
や
す
く
な
り
ま
す
。

原
則
5
年
間
の
有
期
給
付
の
対

象
と
な
る
の
は
、
女
性
の
場
合
は
、

18
歳
年
度
末
ま
で
の
子
が
い
な
い
、

2
0
2
8
年
度
末
時
点
で
40
歳
未
満

の
方
で
す
。
一
方
男
性
の
場
合
、
新

た
に
5
年
間
の
有
期
給
付
を
受
け
ら

れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
18
歳
年
度

末
ま
で
の
子
が
い
な
い
60
歳
未
満
の

方
で
す
。
こ
の
遺
族
厚
生
年
金
の
有

期
給
付
の
場
合
、
生
計
維
持
要
件

（
8
5
0
万
円
未
満
）が
撤
廃
さ
れ
ま
す
。

こ
の
5
年
間
の
有
期
給
付
の
終
了

後
も
、
障
害
状
態
に
あ
る
方（
障
害
年

金
受
給
権
者
）は
支
給
停
止
の
規
定
を

適
用
さ
れ
ず
、
引
き
続
き
遺
族
厚
生

年
金
を
受
給
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ま
た
、
補
償
を
手
厚
く
す
る
配
慮

か
ら
、
有
期
給
付
加
算（
死
亡
者
の
老

齢
厚
生
年
金
の
1
/
4
加
算
相
当
額
）や

死
亡
者
の
被
保
険
者
記
録
を
分
割
し

て
失
権
し
た
後
の
老
齢
厚
生
年
金
に

反
映
さ
せ
る
死
亡
分
割
制
度
も
導
入

さ
れ
ま
す
。

夫
の
55
歳
以
上
の
年
齢
要
件
が
外

さ
れ
ま
し
た
が
、
父
母
、
祖
父
母
の

年
齢
要
件
は
、
55
歳
以
上
か
ら
60
歳

以
上
に
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。ま
た
、

妻
に
だ
け
給
付
さ
れ
て
い
る
中
高
齢

寡
婦
加
算
が
25
年
か
け
て
段
階
的
に

廃
止
さ
れ
ま
す
。

な
お
、
次
の
①
～
④
に
該
当
す
る

方
は
、
今
回
の
改
正
よ
っ
て
影
響
を

受
け
ま
せ
ん
。

①
既
に
遺
族
厚
生
年
金
を
受
給
し

て
い
る
方

②
60
歳
以
降
に
遺
族
厚
生
年
金
の

受
給
権
が
発
生
す
る
方

③
18
歳
年
度
末
ま
で
の
こ
ど
も
を

養
育
す
る
間
に
あ
る
方
の
給
付

内
容

④
2
0
2
8
年
度
に
40
歳
以
上
に

な
る
女
性

ま
た
、
現
在
の
遺
族
基
礎
年
金
で

は
、
生
計
を
同
じ
く
す
る
父
母
が
い

る
場
合
は
、
基
礎
年
金
が
支
給
停
止

さ
れ
ま
す
。
た
だ
し
、
離
婚
や
ひ
と

り
親
が
死
亡
し
た
後
な
ど
の
子
の
置

か
れ
た
様
々
な
社
会
状
況
を
考
慮
し

て
父
ま
た
は
母
と
同
居
し
て
い
る
子

年
金
制
度
改
正
の
ポ
イ
ン
ト

年
金
改
正
特
集
号

も
遺
族
基
礎
年
金
を
受
給
で
き
る
よ

う
に
な
り
ま
す
。

5
老
齢
厚
生
年
金
の
繰
下
げ

2
0
2
8
年
4
月

現
在
、
遺
族
年
金
を
受
給
す
る
権

利
が
あ
る
と
老
齢
年
金
の
繰
下
げ
が

で
き
ま
せ
ん
。
改
正
に
よ
り
老
齢
厚

生
年
金
に
つ
い
て
は
遺
族
厚
生
年
金

の
受
給
権
が
あ
っ
て
も
繰
下
げ
申
し

出
前
に
遺
族
厚
生
年
金
を
請
求
し
て

い
な
い
時
は　

繰
下
げ
可
能
と
な
り

ま
す
。老
齢
基
礎
年
金
に
つ
い
て
は
、

遺
族
厚
生
年
金
を
請
求
し
て
い
て
も

繰
下
げ
可
能
と
な
り
ま
す
。

6
配
偶
者
の
加
給
年
金
の
減
額
と
子

の
加
算
額
の
見
直
し

2
0
2
8
年
4
月

女
性
の
社
会
進
出
が
進
み
、
共
働

き
世
帯
も
増
え
て
い
る
社
会
の
変
化

に
合
う
仕
組
み
に
合
わ
せ
る
た
め
、

老
齢
厚
生
年
金
の
配
偶
者
加
給
年
金

の
減
額
と
子
の
加
算
額
を
引
き
上
げ

る
見
直
し
が
な
さ
れ
ま
す
。

老
齢
厚
生
年
金
の
配
偶
者
加
給
年

金
は
、
加
給
年
金
自
体
と
特
別
加
算

の
合
算
額
が
支
給
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

そ
の
い
ず
れ
も
減
額
さ
れ
ま
す
。
た

だ
し
、
障
害
厚
生
年
金
の
加
給
年
金

や
振
替
加
算
は
改
定
さ
れ
ま
せ
ん
。

ま
た
、
子
の
加
算
額
は
、
第
3
子

以
降
の
子
も
第
1
・
2
子
と
同
額
と

な
り
一
律
に
引
き
上
げ
ら
れ
、老
齢
・

遺
族
・
障
害
の
年
金
の
種
別
に
か
か

わ
ら
ず
、
全
て
の
厚
生
年
金
、
基
礎

年
金
に
加
算
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま

す
。
基
礎
年
金
と
厚
生
年
金
を
両
方

受
給
し
て
い
る
場
合
は
、
厚
生
年
金

の
み
に
加
算
が
付
き
ま
す
。

7
私
的
年
金
の
見
直
し

i
D
e
C
o
に
加
入
で
き
る
年
齢

の
上
限
が
65
歳
か
ら
70
歳
に
引
き
上

げ
ら
れ
る
と
同
時
に
、
企
業
型
D
C
の

拠
出
限
度
額
が
5
万
5
0
0
0
円
か

ら
6
万
2
0
0
0
円
に
引
き
上
げ
ら

れ
ま
す（
公
布
日
か
ら
3
年
以
内
に
施
行
）。

さ
ら
に
、
企
業
年
金
の
運
営
状
況

の
情
報
を
厚
生
労
働
省
が
と
り
ま
と

め
て
公
表
す
る
、「
見
え
る
化
」な
ど

も
行
わ
れ
ま
す（
公
布
か
ら
5
年
以
内

に
施
行
）。

8
将
来
の
基
礎
年
金
の
給
付
水
準
の

底
上
げ

令
和
6
年
財
政
検
証
で
は
、
将
来

の
基
礎
年
金
の
給
付
水
準
は
、
経
済

が
好
調
に
推
移
す
れ
ば
調
整
が
比
較

的
早
く
終
わ
る
た
め
概
ね
維
持
さ
れ

ま
す
が
、
経
済
が
好
調
に
推
移
し
な

い
場
合
は
マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド
の

調
整
が
長
引
き
、
給
付
水
準
が
低
下

す
る
見
込
み
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ

ま
し
た
。

マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド
と
は
、
現

世
代
の
保
険
料
負
担
と
受
給
者
へ
の

給
付
を
両
立
さ
せ
る
た
め
、
現
役
世

代
の
負
担
が
過
重
に
な
ら
な
い
よ
う

年
金
の
給
付
水
準
を
調
整
す
る
仕
組

み
で
す
。

衆
議
院
で
の
修
正
に
よ
り
、
今

後
の
社
会
経
済
情
勢
を
見
極
め
た
上

で
、
次
回
の
財
政
検
証（
2
0
2
9
年

予
定
）で
基
礎
年
金
の
給
付
水
準
の
低

下
が
見
込
ま
れ
る
場
合
に
は
、
給
付

と
負
担
の
均
衡
を
図
り
つ
つ
、
厚
生

年
金
を
受
給
す
る
方
も
含
め
、
将
来

の
基
礎
年
金
の
給
付
水
準
を
向
上
さ

せ
る
た
め
、
基
礎
年
金
の
マ
ク
ロ
経

済
ス
ラ
イ
ド
の
調
整
を
早
期
に
終
了

さ
せ
る
た
め
の
必
要
な
法
制
上
の
措

置
を
講
じ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

本
年
6
月
20
日
に
年
金
制
度
改
正
法
が
公
布
さ
れ
ま
し
た
。
今
回
の
改
正
は（
1
）働
き
方
や
男
女
、
家
族
構

成
の
多
様
化
を
踏
ま
え
た
制
度
の
構
築（
2
）所
得
再
配
分
機
能
の
強
化
・
拡
充
等
に
よ
る
高
齢
期
生
活
の
安
定
を

目
的
に
し
て
お
り
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
一
部
を
解
説
し
て
い
き
ま
す
。

【
執
筆
者
紹
介
】

蛭
田
芳
子
氏
：
社
会
保
険
労
務
士
、

F
P
技
能
2
級
、
D
C
プ
ラ
ン
ナ

ー
2
級
、
年
金
ア
ド
バ
イ
サ
ー
2

級
。
東
京
社
会
保
険
事
務
局
、
街

角
の
年
金
相
談
セ
ン
タ
ー
相
談
員

な
ど
を
歴
任
。
執
筆
活
動
や
セ
ミ

ナ
ー
講
師
な
ど
で
活
躍
中
。
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来
年
３
月
で
神
奈
川
県

年
金
受
給
者
協
会
が
解
散

神
奈
川
県
年
金
受
給
者
協
会
は
令

和
8
年
3
月
末
を
も
っ
て
解
散
し
ま

す
。
関
東
近
県
で
は
、
栃
木
県（
令

和
5
年
3
月
解
散
）千
葉
県（
令
和
5

年
3
月
解
散
）茨
城
県（
令
和
7
年
3

月
解
散
）に
続
く
解
散
に
な
り
ま
す
。

コ
ロ
ナ
禍
の
活
動
の
自
粛
や
会
員

の
減
少
が
、
今
ま
で
の
厳
し
い
協
会

運
営
に
追
い
打
ち
を
か
け
た
形
に
な

り
、解
散
に
至
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

J
R
桜
木
町
駅
近
く
に
あ
る
協
会

の
事
務
所
は
、
8
月
末
を
も
っ
て
閉

鎖
を
さ
れ
て
お
り
、
会
員
に
対
す
る

特
典
な
ど
は
利
用
が
停
止
さ
れ
て
い

る
か
、
10
月
末
を
も
っ
て
終
了
さ
れ

て
お
り
ま
す
。
詳
細
は
協
会
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
ま
た
情

報
に
よ
り
ま
す
と
、
中
央
組
織
で
あ

る「
全
国
年
金
受
給
者
団
体
連
合
会
」

が
令
和
9
年
3
月
に
解
散
を
予
定
し

て
い
る
よ
う
で
す
。

毎
年
、
年
金
受
給
者
数
が
過
去
最

高
を
記
録
し
て
い
る
な
か
で
、
残
念

な
出
来
事
で
す
。

浜風時報
「
酒
毒
」を
考
え
る

酒
毒（
し
ゅ
ど
く
）と
は
飲
酒
に
よ
る

身
心
へ
の
悪
影
響
の
こ
と
で
あ
る
。　

「
酒
は
百
薬
の
長
」と
い
う
言
葉
が
あ

る
。
飲
み
す
ぎ
は
良
く
な
い
が
適
量
な

ら
健
康
に
良
い
と
、
長
い
間
信
じ
ら
れ

て
き
た
。
だ
が
こ
の
言
葉
は
古
代
中
国

の
皇
帝
が
、
酒
の
専
売
制
導
入
に
際
し

て
用
い
た
故
事
で
、
酒
が
時
の
権
力
と

密
接
に
結
び
つ
い
た
証
で
、「
百
薬
」に

は
何
ら
の
根
拠
も
な
く
現
代
ま
で
言
葉

だ
け
が
残
っ
た
の
で
あ
る
。
最
新
の
医

学
研
究
で
は
、
が
ん
な
ど
の
病
気
の
リ

ス
ク
を
高
め
る
こ
と
が
分
か
っ
て
お

り
、
こ
の
言
葉
は
嘘（
誤
り
）と
さ
れ
て

い
る
。
少
量
で
も
飲
酒
を
す
る
と
、
体

内
で
ア
ル
コ
ー
ル
が
分
解
さ
れ
る
際

に
、「
ア
セ
ト
ア
ル
デ
ヒ
ド
」と
い
う
毒

性
の
強
い
物
質
が
生
じ
る
。
そ
し
て
飲

み
す
ぎ
や
長
期
の
飲
酒
に
よ
っ
て
、
慢

性
的
な
健
康
被
害
が
起
こ
る
の
で
あ

る
。
ア
セ
ト
ア
ル
デ
ヒ
ド
は
非
常
に
毒

性
が
強
く
肝
機
能
障
害
を
引
き
起
こ

す
。
ア
ル
コ
ー
ル
や
ア
セ
ト
ア
ル
デ
ヒ

ド
に
は
発
が
ん
性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ

て
お
り
、胃
が
ん
、乳
が
ん
、肝
臓
が
ん
、

大
腸
が
ん
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
が
ん
の

罹
患
リ
ス
ク
を
高
め
る
の
で
あ
る
。
ま

た
過
度
な
飲
酒
は
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
症

を
引
き
起
こ
し
、
体
だ
け
で
は
な
く
社

会
生
活
や
家
族
関
係
に
も
支
障
を
き
た

し
、
心
の
健
康
を
も
損
な
う
の
で
あ
る
。

ま
さ
し
く「
酒
毒
」で
あ
る
。

現
在
酒
類
業
界
で
は
酒
の
テ
レ
ビ

C
M
に
自
主
規
制
を
設
け
、
午
後
6
時

以
降
に
放
映
を
し
て
い
る
。
確
か
に
夜

の
7
時
、
8
時
を
過
ぎ
る
と
、
大
量
の

ビ
ー
ル
の
C
M
が
流
れ
る
。
ト
レ
ン
デ

ィ
な
俳
優
を
使
い
夜
中
ま
で
流
れ
る
。

こ
の
規
制
は
未
成
年
者
の
飲
酒
防
止
な

ど
を
目
的
に
し
て
い
る
。
し
か
し
夜
の

テ
レ
ビ
の
番
組
、
特
に
B
S
民
間
放
送

の
番
組
を
見
る
と
、
酒
を
テ
ー
マ
に
し

た
番
組
の
多
い
こ
と
か
。「
酒
場
～
～
」

「
～
～
居
酒
屋
」か
ら「
家
呑
み
」「
昼
呑

み
」な
ど
飲
酒
番
組
が
目
白
押
し
で
あ

る
。
ス
ポ
ン
サ
ー
は
も
ち
ろ
ん
酒
類
メ

ー
カ
ー
が
多
い
。
夜
の
B
S
テ
レ
ビ
は

酒
な
く
し
て
成
り
立
た
な
い
の
で
あ

る
。
C
M
は
自
主
規
制
を
設
け
て
も
、

番
組
の
自
主
規
制
は
な
い
。
先
ほ
ど
の

酒
類
業
界
の
C
M
規
制
に
は
、
放
送
時

間
だ
け
で
は
な
く
、
出
演
す
る
俳
優
は

25
歳
以
上
、
演
出
に「
ご
く
ご
く
」と
い

う
喉
を
鳴
ら
す
音
や
、
喉
元
の
ア
ッ
プ

を
強
調
す
る
表
現
は
避
け
る
な
ど
の
項

目
が
あ
る
が
、
C
M
は
規
制
し
て
も
番

組
で
は
、
酒
の
弊
害
の
こ
と
は
何
も
語

ら
ず
、
美
味
し
そ
う
に「
ご
く
ご
く
」と

飲
む
。
依
存
症
を
病
ん
で
い
る
方
な
ど

に
は
、
絶
対
に
見
せ
て
は
い
け
な
い
番

組
だ
が
、
そ
う
で
は
な
い
方
に
も
、
長

期
的
な
過
度
の
飲
酒
に
導
く
の
で
は
な

い
か
と
、
怖
さ
を
感
じ
る
。

こ
こ
に
も「
酒
毒
」が
あ
る
。

（
弊
社
代
表　

菊
地　

均
）

岡
村
重
樹
の
眼

2
0
2
5
年
6
月
の
年
金
制
度
改
正

で
は
、
遺
族
給
付
の
見
直
し
が
大
き
な

焦
点
と
な
り
ま
し
た
。
家
族
の
形
や
働

き
方
の
多
様
化
を
踏
ま
え
、
制
度
の
公

平
性
を
高
め
る
こ
と
が
主
な
目
的
と
さ

れ
て
い
ま
す
。

一
方
で
、
こ
れ
ま
で
の
中
高
齢
寡
婦

加
算
は
廃
止
さ
れ
、
代
わ
り
に「
5
年

有
期
の
遺
族
給
付
」が
新
設
さ
れ
る
こ

と
に
、
不
安
の
声
も
少
な
く
あ
り
ま
せ

ん
。
た
だ
、
講
師
の
先
生
が「
子
ど
も

の
い
る
家
庭
へ
の
支
援
が
手
厚
く
な
っ

て
い
ま
す
」と
話
さ
れ
た
と
き
、
な
る

ほ
ど
と
感
じ
ま
し
た
。
生
計
同
一
要
件

の
緩
和
な
ど
に
よ
り
、
子
を
育
て
な
が

ら
生
活
を
支
え
る
遺
族
世
帯
へ
の
配
慮

が
広
が
っ
た
よ
う
に
も
思
い
ま
し
た
。

肌
感
覚
で
す
が
、
配
偶
者
を
亡
く
し
た

家
庭
が
直
面
す
る
経
済
的
な
不
安
や
寂

し
さ
は
消
え
ま
せ
ん
が
、
制
度
面
か
ら

少
し
で
も
支
え
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
伝

わ
っ
て
き
ま
す
。

制
度
は
数
字
や
条
文
で
語
ら
れ
が
ち

で
す
が
、
そ
の
先
に
あ
る
の
は
人
の
生

活
で
す
。今
回
の
改
正
を
き
っ
か
け
に
、

「
支
え
合
う
社
会
の
か
た
ち
」に
つ
い
て

考
え
る
機
会
に
し
た
い
も
の
で
す
。

年
金
ビ
ジ
ネ
ス
研
究
所
代
表
　
岡
村
重
樹

「
廣
部
年
金
セ
ミ
ナ
ー
」を
開
催

年
金
ア
カ
デ
ミ
ー

10
月
29
日
横
浜
市
開
港
記
念
会
館
に
お
い
て
、
弊
社
と
年
金
ビ
ジ
ネ
ス
研
究
所
の
共
催
に
よ
る「
廣
部
年
金
セ

ミ
ナ
ー
」が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
今
回
は
本
年
6
月
に
公
布
さ
れ
ま
し
た
年
金
改
正
を
よ
り
掘
り
下
げ
て
解
説
し

た
セ
ミ
ナ
ー
で
、
参
加
さ
れ
た
社
労
士
の
皆
さ
ん
は
熱
心
に
聞
き
入
っ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
共
催
の
年
金
ビ
ジ

ネ
ス
研
究
所
代
表
の
岡
村
氏
に
よ
る
セ
ミ
ナ
ー
受
講
の
感
想（
コ
ラ
ム
）も
掲
載
い
た
し
ま
す
。

議員の方に最適な
解説書ができました！

こ
の
度
弊
社
で
は
、
健
康
保
険
組
合
の
概
要
や
要

点
を
簡
潔
に
ま
と
め
た
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
が
刊
行
さ
れ

ま
し
た
。
組
合
会
な
ど
で
理
事
の
方
議
員
の
方
に
、

ま
た
事
業
主
の
方
事
務
担
当
者
の
方
、
健
康
保
険
委

員
の
方
に
配
布
さ
れ
ま
す
と
、
必
ず
や
好
評
を
得
る

と
思
い
ま
す
。
ま
た
10
冊
以
上
か
ら
値
引
き
も
い
た

し
ま
す
の
で
、
ご
一
報
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

（
定
価
7
7
0
円　

新
書
判
1
2
8
頁
）


